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第三者調査委員会設置に関するお知らせ 

 

当社は、平成 25年 10月 31日付で証券取引等監視委員会開示検査課（以下、ＳＥＳＣといいます）

より、平成 21年４月 28日付「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に関するお知らせ」

にて決議した第三者割当増資（以下、本件増資といいます）により現物出資を受けた不動産の一部

につき、評価額が過大に計上されているとの指摘を受けました。 

当社といたしましては、本件増資は適正な手続により実施されたと認識しており、現時点におい

ては、ＳＥＳＣが指摘する事実の有無を把握しておりません。 

そこで、ＳＥＳＣの指摘する疑義について、その事実の有無を判断するため、昨日開催の取締役

会において、第三者調査委員会を設置することを決議し、昨日ＳＥＳＣに対し、上記内容を報告し

ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．第三者調査委員会設置の趣旨 

  当社は、上記のとおりＳＥＳＣより当社が実施した不動産の現物出資による第三者割当増資に

ついて、手続に疑義があるとの指摘を受けております。しかしながら、当社は疑義の根拠となっ

ている事実を把握しておらず、当該指摘を受けた事実の有無、及び手続に関する疑義の有無につ

いて判断しかねる状況であります。 

そこで、当社に対する金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の疑義の有無を把握す

るため、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者調査委員会を設置するこ

とといたしました。 

 

２．第三者調査委員会の目的 

上記ＳＥＳＣの指摘事項における事実関係を認定し、本件増資手続の適正性・妥当性を検討い

たします。 

 

３．第三者調査委員会の構成 

  第三者調査委員会の委員は、不動産鑑定、法律、会計のそれぞれの分野における専門家のうち、

当社と利害関係を有しない者を現在選定中であり、確定次第すみやかにお知らせいたします。 

 

４．今後の対応について 

  当社は第三者調査委員会の調査に対して全面的に協力してまいります。なお、第三者委員会の

調査結果により、ＳＥＳＣの指摘通りの事実が判明した場合は、すみやかに事実の詳細について

お知らせいたしますとともに、これに関する開示書類等の修正を行う予定です。また、当該事象

が当社の業績に及ぼす影響については、判明次第お知らせいたします。 

以 上 


